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3,418 3,400 3,165 3,198 3,245 3,292 3,348 3,447 3,384 3,082

2,778 2,760 2,786 2,823 2,860 2,901 2,941 3,031 2,997 2,768

3,951 4,027 4,086 4,145 4,213 4,286 4,364 4,513 4,521
4,272
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５ 認定率

 

 

要介護（要支援）認定者数および認定率は，75歳以上の後期高齢者の増加に伴い，ゆるや

かに増加を続け，2030（令和 12）年から 2035（令和 17）年には，現在の要介護（要支援）

認定者数から更に１割程度増えるものと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2018～2020年：介護保険事業状況報告（各年 9月末日現在）を基に作成 

* 2021～2040年：介護保険事業状況報告（2020年 9月末日現在）を基に地域包括ケア 

「見える化」システムにより推計 

第５章 介護保険サービス等の利用量 

第１節 要介護（要支援）認定者数・認知症高齢者等人数の推計 

要介護（要支援）認定者数 

（人） （％） 
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判定基準 見られる症状・行動の例

何らかの認知症を有するが，日常生活は家庭内および社会
的にほぼ自立している。
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難
さが多少見られても，誰かが注意していば自立できる。

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。
たびたび道に迷うとか，買物や事務，金銭管理などそれまで
できたことにミスが目立つ等

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。
服薬管理ができない，電話の対応や訪問者との対応などひ
とりで留守番ができない等

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難
さがときどき見られ，介護を必要とする。

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
着替え，食事，排便・排尿が上手にできない・時間がかかる，
やたら物を口に入れる，物を拾い集める，徘徊，失禁，大声・
奇声を上げる，日の不始末，不潔行為，性的異常行為等

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢaに同じ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難
さが頻繁に見られ，常に介護を必要とする。

ランクⅢに同じ

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見ら
れ，専門医療を必要とする。

せん妄，妄想，興奮，自傷・他害等の精神症状や精神症状
に起因する問題行動が継続する状態等

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ｍ

ランク

11,324 11,530 11,634 11,878 12,086 12,310 12,547 
12,975 13,085 

12,641 
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認知症高齢者等の人数 高齢者数に対する認知症高齢者等の人数の割合

 

認知症高齢者等の人数は増加傾向にあり，2020（令和２）年 9 月末日時点における認知症

高齢者等の出現率が将来にわたって一定であると仮定した場合，2030（令和 12）年から

2035（令和 17）年には，現在の認知症高齢者等の人数は，要介護（要支援）認定者数と同

様に更に１割程度増えるものと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 函館市保健福祉部介護保険課資料（2018～2020 年の各 9 月末日現在）および前頁の要介護

（要支援）認定者数に基づく推計 

* 認知症高齢者等とは，要介護（要支援）認定者（第 2号被保険者を含む）のうち，日常生活

自立度がⅡ以上と判定された人 

【 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症高齢者等の人数 

（人） 
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（人）
2018年度 2019年度 2020年度 計

居宅サービス 264,862 272,237 274,956 812,055

訪問介護 34,221 33,294 33,456 100,971

訪問入浴介護 1,480 1,337 1,536 4,353

訪問看護 11,218 12,540 13,416 37,174

訪問リハビリテーション 5,709 6,366 7,116 19,191

居宅療養管理指導 15,731 17,482 17,016 50,229

通所介護 35,182 35,091 33,180 103,453

通所リハビリテーション 12,023 12,063 11,172 35,258

短期入所生活介護 9,262 9,517 7,044 25,823

短期入所療養介護 265 329 204 798

福祉用具貸与 50,331 53,244 57,132 160,707

特定福祉用具購入費 774 757 876 2,407

住宅改修費 563 615 588 1,766

特定施設入居者生活介護 7,682 7,665 7,260 22,607

居宅介護支援 80,421 81,937 84,960 247,318

介護予防サービス 48,966 53,403 54,204 156,573

介護予防訪問入浴介護 26 28 24 78

介護予防訪問看護 1,320 1,542 1,692 4,554

介護予防訪問リハビリテーション 962 1,134 1,140 3,236

介護予防居宅療養管理指導 900 1,006 948 2,854

介護予防通所リハビリテーション 4,715 5,174 5,016 14,905

介護予防短期入所生活介護 278 301 156 735

介護予防短期入所療養介護 6 2 0 8

介護予防福祉用具貸与 16,766 18,373 19,020 54,159

特定介護予防福祉用具購入費 413 410 420 1,243

介護予防住宅改修費 475 469 492 1,436

介護予防特定施設入居者生活介護 1,638 1,690 1,488 4,816

介護予防支援 21,467 23,274 23,808 68,549

313,828 325,640 329,160 968,628

居宅サービス

計(A)

 

 介護保険サービスの利用者数の総数は，要介護（要支援）認定者数の増加に伴い，ゆるや

かに増加しています。2020（令和２）年度の利用者数については，2020（令和２）年９月

末日までの実績に基づく見込み人数を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 第７期計画における介護保険サービス等の利用量 
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（人）

2018年度 2019年度 2020年度 計

地域密着型サービス 37,368 40,113 42,336 119,817

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 7,001 8,685 10,080 25,766

夜間対応型訪問介護 0 2 0 2

地域密着型通所介護 8,437 9,522 9,876 27,835

認知症対応型通所介護 869 877 804 2,550

小規模多機能型居宅介護 3,978 4,094 4,644 12,716

認知症対応型共同生活介護 9,875 9,783 9,660 29,318

地域密着型特定施設入居者生活介護 4,620 4,297 4,320 13,237

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1,509 1,608 1,620 4,737

看護小規模多機能型居宅介護 1,079 1,245 1,332 3,656

地域密着型介護予防サービス 790 737 696 2,223

介護予防認知症対応型通所介護 2 11 0 13

介護予防小規模多機能型居宅介護 767 713 684 2,164

介護予防認知症対応型共同生活介護 21 13 12 46

38,158 40,850 43,032 122,040

地域密着型サービス

計(B)

（人）
2018年度 2019年度 2020年度 計

介護老人福祉施設 14,014 14,329 14,064 42,407

介護老人保健施設 9,518 9,216 9,288 28,022

介護医療院 1,184 2,012 2,124 5,320

介護療養型医療施設 2,093 1,387 1,260 4,740

26,809 26,944 26,736 80,489

（人）
2018年度 2019年度 2020年度 計

居宅サービス 313,828 325,640 329,160 968,628

地域密着型サービス 38,158 40,850 43,032 122,040

施設サービス 26,809 26,944 26,736 80,489

378,795 393,434 398,928 1,171,157

（人）
2018年度 2019年度 2020年度 計

国基準訪問型サービス 26,082 25,766 24,878 76,726

訪問型サービスＡ 36 15 15 66

国基準通所型サービス 30,285 31,602 29,977 91,864

通所型サービスＣ 0 114 179 293

介護予防ケアマネジメント 35,012 35,297 33,812 104,121

91,415 92,794 88,861 273,070

施設サービス

計(C)

介護保険サービス全体

計(A+B+C)

介護予防・生活支援サービス

計
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2021（令和３）年度以降の介護保険サービス等利用量の見込みについては，2020（令

和２）年 9 月末日時点で算出した要介護（要支援）認定者数の推計値と，2020（令和２）

年度のサービスの利用見込量を基に算出しています。 

なお，介護保険施設等需給状況調査の結果（143 ページ参照）や，介護人材不足により

一部の施設・居住系サービス事業所で空床が発生していることなどを考慮し，第８期介護

保険事業計画期において施設・居住系サービス事業所の新設は行わないこととします。 

 

ア 居宅サービス  

 

(ｱ) 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅を訪問して，入浴・排せつ・食事などの介護や

調理・洗濯・掃除その他の日常生活上の援助を行います。また，高齢者と障がい者，障

がい児が同一の事業所でサービスを受けることができる共生型サービスとしても位置づ

けています。 

   

 

(ｲ) 訪問入浴介護，介護予防訪問入浴介護 

看護師と介護職員が寝たきりの方などの自宅を移動入浴車などで訪問し，浴槽を提供

して入浴の介護を行います。 

 

 

(ｳ) 訪問看護，介護予防訪問看護 

主治医の指示に基づき看護師などが要介護者の自宅を訪問し，療養上の世話や診療の

補助などを行います。 

 

 

 

 

 

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 33,840人 34,212人 34,668人 102,720人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 1,548人 1,548人 1,560人 4,656人

予防 24人 24人 24人 72人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 13,524人 13,656人 13,836人 41,016人

予防 1,716人 1,752人 1,764人 5,232人

第３節 第８期計画における介護保険サービス等の利用量の見込み 
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(ｴ) 訪問リハビリテーション，介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し，日常生活の自立を助けるため

のリハビリテーションを行います。 

 

 

(ｵ) 居宅療養管理指導，介護予防居宅療養管理指導 

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し，療養上の管理や指導を行

います。 

   

 

(ｶ) 通所介護（デイサービス） 

通所介護事業所（デイサービスセンター）に通所するサービスで，入浴・食事などの

介護や，日常生活動作訓練やレクリエーションなどを行います。また，高齢者と障がい

者，障がい児が同一の事業所でサービスを受けることができる共生型サービスとしても

位置づけています。 

   

   

(ｷ) 通所リハビリテーション，介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

  介護老人保健施設や介護医療院，医療機関に通所するサービスで，入浴・食事などの

介護や理学療法，作業療法などのリハビリテーションを行います。 

 

 

(ｸ) 短期入所生活介護，介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

  短期入所施設や特別養護老人ホームなどに短期間入所するサービスで，入浴・食事な

どの介護やその他日常生活上の世話，機能訓練などを行います。また，高齢者と障がい

者，障がい児が同一の事業所でサービスを受けることができる共生型サービスとしても

位置づけています。 

   

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 7,164人 7,236人 7,320人 21,720人

予防 1,164人 1,188人 1,200人 3,552人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 18,132人 18,312人 18,540人 54,984人

予防 1,008人 1,020人 1,032人 3,060人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 35,268人 37,272人 37,788人 110,328人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 12,048人 13,068人 13,356人 38,472人

予防 5,100人 5,160人 5,232人 15,492人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 8,568人 10,404人 10,656人 29,628人

予防 240人 240人 240人 720人
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(ｹ) 短期入所療養介護，介護予防短期入所療養介護 

  介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所するサービスで，看護・医学的管理

下の介護，機能訓練等の必要な医療，日常生活上の世話を行います。 

 

 

(ｺ) 福祉用具貸与，介護予防福祉用具貸与 

  日常生活の自立を助けるため，車いすや特殊ベッドなどの福祉用具を貸し出します。 

   

 

(ｻ) 特定福祉用具販売，特定介護予防福祉用具販売 

  入浴や排せつなどに使われる特定福祉用具の購入費用を支給します。 

   

 

(ｼ) 居宅介護住宅改修，介護予防住宅改修 

  自宅の手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修費用を支給します。 

   

 

(ｽ) 特定施設入居者生活介護，介護予防特定施設入居者生活介護 

  介護付有料老人ホームなどの入居者に対し，入浴や食事等の介護など日常生活上の世

話，機能訓練などを行います。2020（令和２）年 9 月末時点において，事業所数 13 か

所，定員数 892 人を整備しています。なお，東部圏域の椴法華地区の地域特性に鑑み，

同地区内の公設民営型の特定施設入居者生活介護を 5 床増床し，2023（令和５）年度末

には事業所数 13 か所，定員数 897 人とします。 

   

 

 

 

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 228人 228人 228人 684人

予防 12人 12人 12人 36人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 59,640人 60,168人 60,864人 180,672人

予防 20,580人 20,856人 21,156人 62,592人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 876人 888人 900人 2,664人

予防 432人 444人 444人 1,320人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 624人 636人 648人 1,908人

予防 492人 504人 516人 1,512人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 7,440人 7,572人 7,716人 22,728人

予防 1,512人 1,536人 1,548人 4,596人
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(ｾ) 居宅介護支援，介護予防支援 

  介護支援専門員（ケアマネジャー）等が居宅サービス計画（ケアプラン）等を作成し，

要介護者等が居宅サービスを適切に利用できるよう各介護サービス事業所との連絡調整

を行います。 

   

 

イ 地域密着型サービス  

 

(ｱ) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため，日中・夜間を通じ，訪問

介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞれが密接に連携しながら，定期の巡回訪問と随

時の対応を行います。 

   

 

(ｲ) 夜間対応型訪問介護 

訪問介護員が自宅を訪問し，入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活の世話や緊

急時の対応などを行い，夜間において安心して生活を送ることができるよう援助します。 

   

 

(ｳ) 地域密着型通所介護（地域密着型デイサービス） 

利用定員 18 人以下のデイサービスセンターに通所するサービスで，入浴・食事など

の介護や，日常生活動作訓練やレクリエーションなどを行います。また，高齢者と障が

い者，障がい児が同一の事業所でサービスを受けることができる共生型サービスとして

も位置づけています。 

   

 

(ｴ) 認知症対応型通所介護，介護予防認知症対応型通所介護（認知症デイサービス） 

認知症の利用者がデイサービスセンターなどに通所するサービスで，日常動作訓練や

入浴・食事等の介護を行います。 

   

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 85,908人 86,964人 88,260人 261,132人

予防 24,072人 24,408人 24,768人 73,248人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 10,272人 10,368人 10,512人 31,152人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 12人 12人 12人 36人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 10,008人 10,140人 10,296人 30,444人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 816人 828人 840人 2,484人

予防 12人 12人 12人 36人
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(ｵ) 小規模多機能型居宅介護，介護予防小規模多機能型居宅介護 

通いを中心に，利用者の心身の状況や希望に応じ，訪問や泊まりのサービスを組み合

わせて提供します。 

   

 

(ｶ) 認知症対応型共同生活介護，介護予防認知症対応型共同生活介護 

（認知症高齢者グループホーム） 

認知症の高齢者が少人数で共同生活をする居住系のサービスで，日常生活上の世話や

機能訓練を行います。2020（令和２）年 9 月末時点において，事業所数 48 か所，定員

数 880 人を整備済みであり，2023（令和５）年度末まで定員数の変更はありません。 

   

 

(ｷ) 地域密着型特定施設入居者生活介護 

  小規模の介護付有料老人ホーム（定員 29 人以下）などに入居している方に対し，入

浴や食事等の介護や機能訓練および療養上の世話を行います。2020（令和２）年 9 月末

時点において，事業所数 15 か所，定員数 435 人を整備済みであり，2023（令和５）年

度末まで定員数の変更はありません。 

 

 

(ｸ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（地域密着型特別養護老人ホーム） 

  小規模の特別養護老人ホーム（定員 29 人以下）の入所者に対し，入浴・食事等の介

護や機能訓練，療養上の世話を行います。2020（令和２）年 9 月末時点において，事業

所数 5 か所，定員数 136 人を整備済みであり，2023（令和５）年度末まで定員数の変更

はありません。 

 

 

(ｹ) 看護小規模多機能型居宅介護 

  通い・訪問・泊まりのサービス（小規模多機能型居宅介護）に加え，医療ニーズに対

応した訪問看護サービスを一体的に提供します。 

   

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 4,788人 4,860人 4,932人 14,580人

予防 684人 684人 696人 2,064人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 9,936人 10,224人 10,500人 30,660人

予防 12人 12人 12人 36人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 4,392人 4,752人 5,112人 14,256人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 1,620人 1,620人 1,620人 4,860人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 1,344人 1,356人 1,368人 4,068人
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ウ 施設サービス  

 

(ｱ) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

食事や排せつなどに常時介護が必要で，自宅では介護が困難な方が入所する施設です。 

2020（令和２）年 9 月末時点において，事業所数 17 か所，定員数 1,351 人を整備済み

であり，2023（令和５）年度末まで定員数の変更はありません。 

   

 

(ｲ) 介護老人保健施設 

病状が安定し，自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所する

施設です。2020（令和２）年 9 月末時点において，事業所数 8 か所，定員数 896 人を整

備済みであり，2023（令和５）年度末まで定員数の変更はありません。 

   

 

(ｳ) 介護医療院 

日常的な医学管理が必要で，看取り・ターミナルケア等の機能や生活施設の機能を必

要とする方が入所する施設であり，2020（令和２）年 9 月末時点において，事業所数 2

か所，定員数 248 人を整備済みです。2023（令和５）年度末の定員数は，介護療養型医

療施設から転換されるものとして，396 人とします。 

   

 

(ｴ) 介護療養型医療施設 

急性期の治療が終わり，療養上の管理・看護・機能訓練など長期の療養を必要とする

方が入所する施設であり，2020（令和２）年 9 月末時点において，事業所数 3 か所，定

員数 148 人を整備済みです。2023（令和５）年度末をもって廃止となるため，介護医療

院をはじめとして他施設への転換が見込まれます。 

   

 

エ 介護予防・生活支援サービス  

 

(ｱ) 国基準訪問型サービス（ホームヘルプサービス） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅を訪問して，入浴・食事などの身体介護や，身

体介護と併せて，調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。 

   

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 14,532人 15,036人 15,516人 45,084人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 9,684人 10,056人 10,416人 30,156人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 2,232人 2,340人 2,436人 7,008人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

介護 1,284人 1,308人 1,332人 3,924人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

総合事業 26,520人 27,300人 28,116人 81,936人
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（人）
2021年度 2022年度 2023年度 計

居宅サービス 341,160 349,308 354,276 1,044,744

地域密着型サービス 43,896 44,868 45,912 134,676

施設サービス 27,732 28,740 29,700 86,172

412,788 422,916 429,888 1,265,592

介護保険サービス全体

計

（人）
2021年度 2022年度 2023年度 計

国基準訪問型サービス 26,520 27,300 28,116 81,936

訪問型サービスＡ 36 36 36 108

国基準通所型サービス 30,804 31,704 32,664 95,172

通所型サービスＣ 180 180 180 540

介護予防ケアマネジメント 35,675 36,716 37,818 110,209

93,215 95,936 98,814 287,965

介護予防・生活支援サービス

計

(ｲ) 訪問型サービスＡ（ホームヘルプサービス） 

一定の研修を受けたホームヘルパー等が自宅を訪問して，調理・洗濯・掃除などの生

活援助を行います。 

   

 

(ｳ) 国基準通所型サービス（デイサービス） 

デイサービスセンターに通所するサービスで，入浴・食事などの介護や，日常生活動

作訓練やレクリエーションなどを行います。 

   

 

(ｴ) 通所型サービスＣ（デイサービス） 

デイサービスセンターに通所するサービスで，3～6 か月間，筋力トレーニング等の運

動器機能の向上，または摂食・嚥下等の口腔機能の向上のための訓練を行います。 

   

 

(ｵ) 介護予防ケアマネジメント 

介護支援専門員（ケアマネジャー）等が介護予防サービス・支援計画（ケアプラン）

を作成し，要支援者または事業対象者が介護予防・生活支援サービス等を適切に利用で

きるよう関係者との連絡調整を行います。 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

総合事業 36人 36人 36人 108人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

総合事業 30,804人 31,704人 32,664人 95,172人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

総合事業 180人 180人 180人 540人

区　分 2021年度 2022年度 2023年度 計

総合事業 35,675人 36,716人 37,818人 110,209人
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第８期計画における介護保険サービスや地域支援事業の費用の見込みは以下のとおりで

す。また，これらの費用の見込みに基づく介護保険料の基準額は月額６，３２０円です。 

 

 

 

 

標準給付費 （Ａ） 87,633,037 千円

地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費） （Ｂ） 4,611,889 千円

地域支援事業費（包括的支援事業費・任意事業費） （Ｃ） 1,556,751 千円

合計 93,801,677 千円

* 標準給付費は，総費用から利用者負担分を除いたものです。

第１号被保険者負担分 ｛（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）｝×23％（第１号被保険者負担率） 21,574,386 千円

＋

調整交付金相当額 ｛（Ａ）＋（Ｂ）｝×5％（全国平均の調整交付金交付割合） 4,612,246 千円

－

調整交付金見込額 ｛（Ａ）＋（Ｂ）｝×（交付割合） 6,666,190 千円

* 交付割合は，2021年度 7.24％，2022年度 7.20％，2023年度 7.24％を見込んでいます。

－

介護給付費準備基金積立金取崩し額(予定額） 1,210,000 千円

保険料収納必要額 18,310,442 千円

÷

予定保険料収納率 98.5 ％

÷

第１号被保険者数（補正後） 245,116 人

* 3年間の所得段階別の被保険者見込数(第1段階～第9段階)を基準額に対する所得段階別の割合(0.5～1.7)で補正

（年額） 75,840 円

（月額） 6,320 円

保険料の基準額

７５，８４０円÷１２＝

第４節 第８期計画における介護保険料 

保険料基準額の算出 
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第８期計画における所得段階別の保険料率は，以下のとおりです。 

2020（令和２）年度と同様に，第１段階から第３段階の方を対象とした，公費投入によ

る保険料軽減を実施します。 

 

 

 

 

段階 保険料（月額換算） 段階 保険料（月額換算） 対　　　象　　　者

3,130円 3,160円

(基準額×0.5) (基準額×0.5) ・生活保護受給者

↓ ↓ ・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

［軽減後］ ［軽減後］ ・世帯全員が市町村民税非課税で，課税年金収入額と合計所得金額の

1,878円 1,897円 　合計が80万円以下の人

(基準額×0.3) (基準額×0.3)

4,695円 4,740円

(基準額×0.75) (基準額×0.75)

↓ ↓ ・世帯全員が市町村民税非課税で，課税年金収入額と合計所得金額の

［軽減後］ ［軽減後］ 　合計が80万円を超え120万円以下の人

3,130円 3,160円

(基準額×0.5) (基準額×0.5)

4,695円 4,740円

(基準額×0.75) (基準額×0.75)

↓ ↓ ・世帯全員が市町村民税非課税で，課税年金収入額と合計所得金額の

［軽減後］ ［軽減後］ 　合計が120万円を超える人

4,383円 4,424円

(基準額×0.7) (基準額×0.7)

5,634円 5,688円 ・世帯の中に市町村民税課税者がおり，かつ，本人が市町村民税非課税で

(基準額×0.9) (基準額×0.9) 　課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

6,260円 6,320円 ・世帯の中に市町村民税課税者がおり，かつ，本人が市町村民税非課税で

(基準額×1.0) (基準額×1.0) 　課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人

7,512円 7,584円

(基準額×1.2) (基準額×1.2)

8,138円 8,216円

(基準額×1.3) (基準額×1.3)

9,390円 9,480円

(基準額×1.5) (基準額×1.5)

10,642円 10,744円

(基準額×1.7) (基準額×1.7)

* 保険料は条例により年額で定めていますが，わかりやすくするために，所得段階別の保険料（年額）を12で割って，円未満の端数を四捨五入した
月額換算の金額を表示しています。保険料の額の通知とは必ずしも一致しない場合があります。

第５段階 第５段階

第６段階 第６段階

第７段階 第７段階

・本人が市町村民税課税で，合計所得金額が120万円未満の人　　　　　　 

・本人が市町村民税課税で，合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

・本人が市町村民税課税で，合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

・本人が市町村民税課税で，合計所得金額が320万円以上の人　　　　　　 

第８段階 第８段階

第９段階 第９段階

第２段階 第２段階

第３段階 第３段階

第４段階 第４段階

第 ７ 期 計 画 第 ８ 期 計 画

（2020年度） （2021～2023年度）

第１段階 第１段階

所得段階別保険料（保険料率） 
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（人）
2025年度 2030年度 2035年度 2040年度

居宅サービス 302,616 315,744 319,080 307,692

訪問介護 35,424 36,924 37,236 35,760

訪問入浴介護 1,620 1,716 1,740 1,704

訪問看護 14,184 14,856 15,048 14,568

訪問リハビリテーション 7,524 7,872 7,968 7,728

居宅療養管理指導 19,008 19,956 20,232 19,644

通所介護 38,604 40,236 40,608 39,036

通所リハビリテーション 13,476 13,908 14,028 13,488

短期入所生活介護 10,668 11,028 11,172 10,836

短期入所療養介護 228 252 252 240

福祉用具貸与 62,292 65,136 65,904 63,684

特定福祉用具購入費 900 936 960 912

住宅改修費 648 684 684 660

特定施設入居者生活介護 7,812 8,088 8,136 7,848

居宅介護支援 90,228 94,152 95,112 91,584

介護予防サービス 58,824 60,576 59,736 54,888

介護予防訪問入浴介護 24 24 24 24

介護予防訪問看護 1,800 1,848 1,824 1,668

介護予防訪問リハビリテーション 1,224 1,248 1,236 1,140

介護予防居宅療養管理指導 1,056 1,080 1,068 984

介護予防通所リハビリテーション 5,304 5,472 5,388 4,932

介護予防短期入所生活介護 252 252 252 240

介護予防短期入所療養介護 12 12 12 12

介護予防福祉用具貸与 21,468 22,128 21,816 20,064

特定介護予防福祉用具購入費 456 456 456 408

介護予防住宅改修費 516 540 528 480

介護予防特定施設入居者生活介護 1,572 1,620 1,596 1,464

介護予防支援 25,140 25,896 25,536 23,472

361,440 376,320 378,816 362,580計(A)

居宅サービス

 

2025（令和７）年度以降の介護保険サービス等利用量の見込みについては，2020（令

和２）年 9 月末日時点で算出した要介護（要支援）認定者数の推計値と，2020（令和２）

年度のサービスの利用見込量を基に算出しています。 

介護保険サービスの利用者数の総数は，2035（令和 17）年度までゆるやかに増加しま

すが，2040（令和 22）年度は，要介護（要支援）認定者数の減少に伴い，減少していく

ものと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 第９期計画以降における介護保険サービス等の利用量の見込み 
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（人）
2025年度 2030年度 2035年度 2040年度

地域密着型サービス 46,020 47,580 48,132 46,668

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10,668 11,172 11,340 11,028

夜間対応型訪問介護 12 12 12 12

地域密着型通所介護 10,512 10,944 11,064 10,632

認知症対応型通所介護 840 900 900 876

小規模多機能型居宅介護 4,956 5,148 5,220 5,028

認知症対応型共同生活介護 10,704 10,764 10,884 10,584

地域密着型特定施設入居者生活介護 5,196 5,376 5,412 5,292

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1,752 1,824 1,848 1,812

看護小規模多機能型居宅介護 1,380 1,440 1,452 1,404

地域密着型介護予防サービス 732 756 732 672

介護予防認知症対応型通所介護 12 12 12 12

介護予防小規模多機能型居宅介護 708 732 708 648

介護予防認知症対応型共同生活介護 12 12 12 12

46,752 48,336 48,864 47,340計(B)

地域密着型サービス

（人）
2025年度 2030年度 2035年度 2040年度

介護老人福祉施設 15,600 15,684 15,864 15,648

介護老人保健施設 10,440 10,452 10,464 10,188

介護医療院 3,780 3,804 3,840 3,768

介護療養型医療施設 0 0 0 0

29,820 29,940 30,168 29,604

（人）
2025年度 2030年度 2035年度 2040年度

居宅サービス 361,440 376,320 378,816 362,580

地域密着型サービス 46,752 48,336 48,864 47,340

施設サービス 29,820 29,940 30,168 29,604

438,012 454,596 457,848 439,524

（人）
2025年度 2030年度 2035年度 2040年度

国基準訪問型サービス 29,868 30,372 28,260 25,656

訪問型サービスＡ 36 36 36 36

国基準通所型サービス 34,704 35,292 32,832 29,784

通所型サービスＣ 180 180 180 180

介護予防ケアマネジメント 40,169 40,846 38,011 34,507

104,957 106,726 99,319 90,163計

介護保険サービス全体

計(A+B+C)

介護予防・生活支援サービス

施設サービス

計(C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


